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最新・行政の動き 
 
政府は、令和８年春卒業予定の学生の就職・採用活動について、専門性が高い学生の採用選考開

始日を前倒しする方針を決定しました。 
現行の日程ルールでは、説明会の開催など広報活動の開始を大学３年３月１日以降、面接など採

用選考活動の開始を大学４年６月１日以降、正式な内定日を同 10月１日以降と定めています。 
８年春卒業予定者の採用活動では、原則として現行の日程を維持しますが、要件を満たした人材

に限り、３月の広報活動開始日以降、採用選考活動を行えるようにします。現行の選考開始日であ
る６月を待たずに内々定を出すことも可能になります 
日程の前倒しは、大学４年になる直前の春休みに実施する「専門活用型インターンシップ」に参

加した学生を対象とします。専門活用型インターンシップとは、企業が行うキャリア支援活動の類
型として昨年４月に産学協議会が定義した「タイプ３（汎用的能力・専門活用型インターンシップ）」
のうち、２週間以上の日程で実施するもの。日程の半分は職場での就業体験が必要になります。 
選考時期の前倒しを希望する企業は、インターンシップの実施に当たり、就業体験において学生

に求める大学での学修成果水準、専門的能力と、新卒一括採用での採用予定人数――を自社ホーム
ページなどで公表しなければなりません。そのほか、プログラムの趣旨や、実施時期・期間、場所、
募集人数、選抜方法、無給・有給の別なども示す必要があります。 
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ニュース 
 
張出し以外の方法へ 
シフト制で取組み事例公表 
 
厚生労働省はいわゆるシフト制の円滑な運用

に向けた取組み事例を公表しました。 
 シフト制は、労働契約締結時点で確定的に労
働日や労働時間を定めず、一定期間ごとに作成
する勤務割やシフト表によって初めて具体的な
労働日・時間を決定する形態。労使ともに柔軟
にシフトを組めるメ
リットがある一方、
コロナ禍において、
労働時間が激減する
などのトラブルが起
きていました。 
今般公表した取組み事例は、シフトの決定方法、

通知の仕方、急な欠員への備えの３点について、
労働者の不満を踏まえた企業の対応を示していま
す。具体的には、シフトの自動作成アプリの導入
や、各従業員の出勤できる日・できない日をあら
かじめ把握しておくなどの方法を挙げました。さ
らに一歩進んだ取組みとして、「シフトは○日前
までに決める」などのルール設定や、ＳＮＳ・メ
ールでシフトを共有する際、後から書き換えられ
ない形式にすることなども推奨しました。 

 
客室乗務員 ３年超での無期転換 
認める 東京地裁 
 
ＫＬＭオランダ航空で客室乗務員として働い

ていた労働者 29人が雇止めは違法と訴えた裁判
で、東京地方裁判所は 29人全員の無期転換を認
める判決を下しました。 

29人の労働者は平成 22～23年に同社と有期労
働契約を締結しました。契約期間は３年間で、１
回に限り、２年間の契約更新ができるとされてい
ました。労働者らは 25年 12月以降、合同労組に
順次加入し、無期雇用などを求める団体交渉を重
ねましたが、妥結には至りませんでした。 

同労組は 27年３月、東京都労働委員会にあっ
せんを申し立て、４回のあっせん期日を経て、
労働契約法に基づく無期転換申込権の発生日前
日まで、当初の契約にかかわらず、有期労働契
約を延長する内容の和解合意書が作られました。
同社は和解合意書に従い、30 年７月以降、労働
者らを雇止めとしていきました。 
同地裁は判決で、労働契約の最密接関係地は

オランダであり、オランダ法は強行規定で有期
労働契約が３年を超えた場合の無期転換を認め
ていると指摘。労働者らがオランダ法の適用を
求めた令和３年５月 17日時点で、無期労働契約
が成立しているとしました。 
最密接関係地の判断に当たっては、人事管理

の実態を重視。同地裁は、労働者らは日本とオ
ランダ間を飛行する航空機内で業務に従事して
おり、労務提供地は複数の法域にまたがってい
ると強調し、特定できないとしました。そのう
えで、採用計画の策定、訓練、運航計画の管理、
業務指揮命令、人事評価・管理などはオランダ
本社やオランダ国内の部署が行っていたとして、
雇入れ地はオランダと評価しています。 
 
搾乳室整備に補助金を交付 富山県 
 
 富山県は、女性が働きやすい職場づくりに取り
組む企業を支援する補助金を拡充しました。出産
後の女性従業員が利用できる搾乳室の整備など、
女性特有の健康課題に対応するための設備にかか
る費用について、最大 50万円を補助します。 
同県は昨年度から、女性に焦点を当てた働き

方改革に取り組む企業に対し、「女性活躍ファ
ーストペンギン企業パイロット事業費補助金」
を設けています。補助対象は、女性従業員向け
の管理職体験制度の実施にかかった経費や、月
経・妊娠、産後ケアなどの健康課題解決に役立
つ「フェムテック製品・サービス」の導入経費
など、ソフト面の整備費用に限っていました。 
今年度は県内企業からの要望を受け、ハード

面の費用を対象に追加しました。搾乳室のほか、
月経や妊娠中の女性に対する休養スペースの整
備のため、搾乳用チェアやパーテーションなど
の購入費用を補助します。 
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運転者情報非開示へ 
カスハラ対策で省令改正 国交省 
 
国土交通省は、タクシーやバスなど旅客自動

車運送事業者の運転者証に関する省令を改正し、
乗客側から氏名や顔写真がみえない様式に変更
します。一部の乗客が車内に掲示する運転者証
を無断で撮影し、ＳＮＳで公開するなどのカス
タマーハラスメント問題を受けてのもの。運転
者のプライバシーや安全を確保して働きやすい
環境を整備することで、業界全体の人材確保に
つなげます。施行は６月下旬を予定しています。 
旅客運送事業に関

する省令では、乗務
員の氏名を車内に掲
示するよう義務付け
ています。とくにタ
クシーについては、
顔写真や運転免許証
の有効期限まで記載
された運転者証を、乗客のみえやすい場所に掲
示しなければなりません。 
改正案では、バス車内での氏名の掲示を廃止

します。タクシーについては、省令で定める運
転者証の様式を変更し、プライバシーに関する
情報を乗客にみえる面から削除します。国交省
が監査に入る際に確認する運転者証としての機
能を保持するため、裏面に引き続き氏名や顔写
真を記載する様式に見直します。 
 

送検 
 
数年間の指導を無視し続け送検 
出雲労基署 
 
島根・出雲労働基準監督署は、木材加工用丸

のこ盤に歯の接触予防装置を設けないまま労働
者に作業させたとして、製造業者と同社代表取
締役を労働安全衛生法第 20条（事業者の講ずべ
き措置等）違反の疑いで松江地検出雲支部に書
類送検しました。数年前から定期監督を通じて

複数回法違反を是正するよう指導してきました
が、同社は歯にカバーを装着するなどの措置を
一切講じなかったといいます。 
昨年 12月に同労基署が臨検し、丸のこ盤の歯

がむき出しになった状態で複数人の労働者が作
業しているところを確認。「カバーを付けると
作業がしづらい」などの理由で同社が指導を無
視していたとみています。同労基署は「作業中
でなくても、労働者がつまずいて手を突くだけ
で指を切断しかねない危険な状態にあった」と
しました。 
 

監督指導動向 
 
同一労働同一賃金 
派遣先に対し重点指導 愛知労働局 
 
愛知労働局は、今年度の行政運営方針を策定

しました。派遣労働者と派遣先が直接雇用する
従業員との間の不合理な待遇差解消に向け、製
造業をはじめとした派遣先に、重点的な指導監
督を実施するとしました。 
令和２年４月の派遣法改正により、派遣元へ

の待遇情報提供が派遣先に義務付けられていま
す。同労働局の指導監督においては、「労使協
定方式で派遣労働者の待遇を決定している場合
は必要ないと思っていた」、「どこまで情報提
供する必要があるか分からない」といった派遣
先の知識不足により、情報提供を怠っているケ
ースが散見されるといいます。重点指導により、
法制度の周知と遵守徹底を図ります。 
同県では他の地域に比べて製造業に派遣を行

っている事業所の割合が高いため、製造現場で
の確認調査を効率的かつ効果的に行うとしまし
た。法違反に対しては是正指導書を交付し、指
導・勧告に従わないなど悪質な場合は派遣先の
企業名公表もあり得るとしました。 
労働基準監督署による定期監督でも、同一労

働同一賃金に関する確認を行います。派遣労働
者の待遇情報などを収集・提供することで、労
働局による指導監督につなげます。 
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身近な労働法の解説 ―減給の制裁― 
 
労基法では、制裁処分としての「減給」について、減給額の限度を定めています。 
今回は、「減給の制裁」を解説します。 
 

１．減給の制裁 
労基法 91 条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制

裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃
金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金
の総額の十分の一を超えてはならない」と定めています。 

 
２．条文の趣旨と解説 

労働の結果で発生した賃金債権を減額する場合、その額が大きいと労働者の生活を脅かすこと
になるため、制限をかけています。 
「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならない」とは、１回の事案に対しては､減

給の総額が１日分の半額以内でなければならないことを意味します（昭 23・9・20 基収 1789
号）。１回の事案について、平均賃金の 50％ずつを何日にもわたって減額することはできませ
ん。１日に２個の懲戒事由に該当する行為があれば、２個の行為について、それぞれ平均賃金の
50％ずつ減額することは労基法上差し支えありません。 
「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」とは、１賃金支払

期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の 10 分の１以
内でなければならないという意昧です（同通達）。もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が
あるときは、その部分の減額は次期の賃金支払期に延ばさなければなりません。１賃金支払期に
おける賃金の総額とは、当該賃金支払期に対して現実に支払われる賃金の総額（欠勤控除で少額
となったときはその少額となった賃金総額）で、それを基礎として 10％を計算します。 

 
3．その他 
 就業規則の懲戒処分に定める「出勤停止」の期間に対応する賃金カットは、減給の制裁とは関
係ありません（昭 23・７・３基収 2177号）。 

 欠勤・遅刻早退等により勤務しなかった日・時間に対応する賃金カットは、ノーワーク・ノー
ペイの原則に基づくもので、制裁処分ではありません。遅刻早退の時間に対する賃金額を超え
る減給は、減給の制裁にあたります（昭 63・３・14基発 150号）。 

 就業規則に、懲戒処分を受けた場合は昇給させないと定める欠格条項は、減給の制裁にはあた
りません（昭 26・３・31基収 938号）。 

 賞与についても、減給の制裁は賞与総額の 10％までです。ただし、勤務評価による賞与額の
決定は可能で、この場合は減給の制裁には該当しません。 

 

 

 


